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 第２章 地域での暮らしを支えるために 
 

１ 権利擁護・相談⽀援 

現状と課題 

 

障がいのある人もない人も人格と個性を尊重し合いながら地域で共に生き、共に支えあ

う社会を実現するためには、障がいのある⼈すべてが必要な福祉サービスを安⼼して適切

に利⽤することができることが不可⽋です。 

サービス利⽤にあたっては、利⽤者である障がいのある⼈とサービス提供者とが対等な

関係のもと、利⽤者の⾃⼰決定により⾏うことが重要ですが、サービスを利⽤するにあた

り必要な情報の収集や判断に困難がある⼈もおられることから、サービス利⽤の⽀援と権

利擁護、苦情解決の仕組みの充実が必要です。 

障がいのある⼈の権利擁護の取組については、サービス利⽤の観点から成年後⾒制度１２

を活⽤した⽀援や、後⾒等の業務を適正に⾏うことができる⼈材の育成及び活⽤を図るた

めの研修を⾏い、制度の利⽤を促進する必要があります。 

平成 28年５⽉には「成年後⾒制度の利⽤の促進に関する法律（以下「成年後⾒制度利

用促進法」という。）」が施⾏され、成年後⾒制度の利⽤に関して、地域の関係機関等が適

切に連携を図ることなどが求められています。 

また、平成 29年３⽉には「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定⽀援ガイドライ

ン」が示され、自らの意思を決定することに困難を抱える障がいのある人が、自らの意思

が反映された生活が送れるよう、意思決定について支援することが求められています。 

 

                                                   
１２ 知的障がい、精神障がい等で判断能⼒が不⼗分なひとに対し、法的に権限が与えられた後⾒⼈等が、本⼈の意思を確認し
ながら、⽣活状況や⾝体状況等も考慮し、福祉サービスの利⽤契約や適切な財産管理等を⾏うことで、その⼈の⽣活を⽀援する

制度のことです。 
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福祉サービスを⽀える⼈材の確保は⼤変重要な課題です。⼤阪市としても、制度の動向

等を踏まえ、サービス基盤の確保・サービス提供事業者の資質向上の視点から、対応を検

討していくことが必要です。  

相談支援については、平成 24年度より区域における相談⽀援機関として、各区１箇所

の区障がい者相談支援センターと、その統括・後方支援などを担う基幹相談支援センター

を設置し、相談支援体制の充実を図ってきました。 

一方、指定相談支援事業所については、事業所数は増加しているものの、依然として報

酬単価が低いことや基本相談について報酬上の評価がされていないことなどから、相談支

援事業者からは一定の質を保ちながら事業を実施するのは困難であるとの声もあり、相談

⽀援の提供体制としては⼗分とは⾔えない状況にあるため、量的・質的な確保が求められ

ています。 

また、国においては、障がいのある⼈の重度化・⾼齢化や「親亡き後」を⾒据え、居住

支援のための機能を地域の実情に応じて整備する「地域生活支援拠点等」の整備を進める

こととしています。大阪市においては、各関係支援機関が有機的に連携して障がいのある

⼈の⽀援を⾏うため、連携の核となる相談⽀援機能のさらなる充実を進めるなど、障がい

のある人の生活を地域全体で支える体制の充実を図る必要があります。 

さらに、障がいのある人のニーズや福祉課題が複雑・多様化・深刻化する中、本人に対

する支援の相談だけでなく、家族の高齢化など、複合的な課題を抱える世帯に対し、一体

的に⽀援することが必要な事例も多くなっているほか、相談⽀援につながっておらず地域

で孤⽴している世帯に対し、将来を⾒据えて適切な福祉サービスにつなげていくことにつ

いても課題となっています。 

そのため、障がいのある人の支援機関だけではなく、区社会福祉協議会、地域包括支援

センターなどの関係機関が持つ相談支援機能をつなげていくことが必要です。 

平成 28年８月には改正「発達障害者⽀援法」が施⾏され、発達障がいのある⼈やその

家族等が、身近な地域で障がい特性に配慮した必要な支援が受けられるよう、地域の関係

機関・事業所との連携強化や相談支援機能の充実が求められています。 
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障がいのある⼈の地域における⾃⽴した⽣活を⽀援するため、市、区地域⾃⽴⽀援協議

会を設置しており、区地域⾃⽴⽀援協議会においては、関係機関との連携によるネットワ

ークの構築、困難事例や虐待防⽌への対応、地域移⾏に関する対応、災害時における対応

などの課題への取組が必要とされています。また、市⾃⽴⽀援協議会では、区⾃⽴⽀援協

議会のさらなる活性化に向けた仕組みづくりを進める必要があります。 

平成28年4⽉には、「障害者差別解消法」が施⾏され、⼤阪市においても、区役所、区

障がい者相談支援センター、地域活動支援センター（生活支援型）及び大阪市人権啓発・

相談センターに「事業者等による障がいのある⽅への不当な差別的取扱い等に関する相談

窓⼝」を設置し、障がいを理由とした差別に関する事案などの相談に対応しています。 

障がいのある人もない人も互いに尊重し、差別のない共生できる地域社会を実現するた

めには、市⺠、事業者に対して法制度や障がいへの理解を深める啓発活動とともに、相談

窓口での的確な対応が重要です。 

また、差別解消を効果的に推進するため、「大阪市障がい者施策推進協議会」の専門部

会として「障がい者差別解消⽀援地域協議部会」を設置し、相談機関が対応した事例等の

共有や実効性のある取組に関する協議を進めています。 

施策を実効性のあるものとするため、⼤阪府では、「⼤阪府障害を理由とする差別の解

消の推進に関する条例」が制定されましたが、⼤阪市においても、紛争事案の解決等がよ

り円滑に進められるよう市条例の制定について検討する必要があります。 

障がいを理由とする差別の解消のためには、引き続き、関係機関が連携して効果的な取

組を進めていかなければなりません。 

平成 24年 10⽉に施⾏された「障害者虐待防⽌法」に基づき、障がいのある人に対す

る虐待に対応しており、平成27年度については虐待の通報及び届出が311件（養護者に

よる虐待 241件、施設等の従事者による虐待 63件、使用者による虐待７件）、実際に虐

待と判断した件数が82件（養護者による虐待66件、施設等の従事者による虐待14件、

使用者による虐待２件）となっています。 
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障がいのある⼈に対する虐待を早期に発⾒し、適切な対応を⾏うことができるよう、ま

た未然防止について、引き続き関係機関が連携して取り組んでいく必要があります。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆平成28年度⼤阪市障がい者等基礎調査結果から◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

○ 提供しているサービスの課題【複数回答】（サービス事業者調査票） 
 （上位10項目のみ掲載） 

 

「人材の確保や定着」「人材のスキル・育成」といった回答が多く、サービス提供事業者において

人材の確保・資質の向上が大きな課題となっています。 

 

○ 障がい者施策全般に望むこと【複数回答】（障がい者本人用調査票） 
  （上位10項目のみ掲載） 

 
障がい者施策全般に望むことでは、「相談支援体制の充実」を回答された方が17.2％、「夜間・休

日・緊急時の連絡・相談支援体制の確保」を回答された方が16.1％と多数おられ、地域での暮らし

を支える相談支援体制の充実が求められています。 
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○ 介助するうえでの困りごと【複数回答】（障がい者家族用調査票） 
（上位５項目のみ掲載） 

 ご家族への調査では、「いつまで介助できるかが不安」「病気・⾼齢などで健康・体⼒が不安」と

回答された方が多数おられ、将来を⾒据えて適切な福祉サービスにつなげることが必要です。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

（ 課 題 ） 

① サービス利⽤の⽀援 

ア 福祉サービスの適切な利⽤ 

イ 人材の確保・資質の向上 

ウ 成年後⾒制度の利⽤の促進 

② 相談、情報提供体制の充実 

ア 相談支援事業等の充実 

イ 相談支援体制の強化 

ウ 地域⾃⽴⽀援協議会の活性化 

③ 障がいを理由とする差別の解消に向けた取組 

ア 相談対応⼒の向上 

イ 障がい者差別解消支援地域協議部会との連携 

ウ 他都市との連携 

エ 市条例制定の検討 
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④ 虐待防止のための取組 

ア 障がい者虐待の防止のための啓発 

イ 養護者等による虐待への対応 

ウ 障がい者福祉施設従事者等による虐待への対応 

エ 使用者による虐待への対応 

オ 関係機関の連携体制の構築 

 

施策の方向性 

 

（１）サービス利⽤の⽀援 

ア 福祉サービスの適切な利⽤ 

・ 福祉サービスを適切に利⽤できるよう、ホームページや区保健福祉センターの窓⼝

等、様々な機会をとらえ、必要な情報を提供します。 

・ 障がいのある⼈の意思を尊重したサービス提供が⾏われるよう、集団指導の場等を

通じて「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の活用の促

進を図ります。 

・ 事業者への指導・監査での改善指導を通じ、障がいのある人が必要なサービスをよ

り適切に利⽤できるよう取り組みます。 

 

イ 人材の確保・資質の向上 

・ 福祉サービスを支える人材の確保・資質の向上について、資格等を持ちながら職に

就いていない⽅を対象とした復職に向けた研修や、事業者の求⼈・広報⼒の向上を

目的とした研修等、福祉人材確保を支援する取組を実施していきます。 

・ また、国や府との役割分担や制度の動向等も踏まえて対応について検討を進めると

ともに、必要な改善策について強く国に要望を⾏います。 
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ウ 成年後⾒制度の利⽤の促進 

・ 「成年後⾒制度利⽤促進法」を踏まえ、判断能⼒が不⼗分であっても住み慣れた地

域で安⼼して⽣活できるよう、地域の関係機関等が連携して、後⾒⼈とともに本⼈

を支援する仕組み（地域連携ネットワーク）の構築を図ります。 

・ 成年後⾒制度の理念の尊重や、保佐・補助類型も含めた成年後⾒制度の早期の利⽤

を念頭においた普及啓発に努めます。 

・ ⼤阪市成年後⾒⽀援センターにおいて、市⺠の特性を⽣かし、地域において⾝近な

⽴場で後⾒活動を⾏う「市⺠後⾒⼈」の養成や活動⽀援を⾏います。 

・ 福祉サービス利⽤援助、⽇常⽣活の⾦銭管理サービス等を⾏う「あんしんさぽーと

事業（⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業）」について、ニーズを⾒極めながら、地域に密着した

事業展開を図るよう⽀援するとともに、成年後⾒制度への移⾏が必要な⼈が円滑に

移⾏できるよう体制の整備を図ります。 

 

（２）相談、情報提供体制の充実 

ア 相談支援事業等の充実 

・ 区障がい者相談⽀援センターが、複雑多様化する困難事例や、家族の高齢化など複

合的な課題に対しても的確に対応するなど、区域における障がい者支援の相談窓口

としての中心的な役割を果たすことができるよう、機能強化に向けて取り組みます。 

・ 区障がい者相談支援センターは、区保健福祉センターや地域活動支援センター（生

活支援型）と連携して、相談支援事業所やサービス提供事業所、就業・生活支援セ

ンターとのネットワークを築き、区地域⾃⽴⽀援協議会の運営に中⼼的役割を果た

すとともに、区域のサービス提供事業所等の状況を把握し、相談支援事業において

適切に活用できるよう努めます。 

・ また、複合的な課題を抱える世帯に対しては、地域包括支援センターなど、他の施

策分野における相談⽀援機関と連携し、適切な相談⽀援に努めます。 
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・ 区障がい者相談支援センター及び地域活動支援センター（生活支援型）の相談支援

従事者が専門性の高いケアマネジメントを実施できるよう、相談支援専門員に対す

る研修の充実を図り、相談支援機能の質の向上に取り組みます。 

・ ピアカウンセラー等の当事者スタッフについても、相談内容に応じてピアの⽴場に

よる相談・⽀援を担当し、障がいのある⼈の⾃⽴を進めます。 

・ 計画相談⽀援、地域相談⽀援、障がい児相談⽀援について、適切なサービス利⽤に

向け相談支援事業者の確保に向けた取組を進めるとともに、報酬体系の抜本的な改

善などを国に対して求めていきながら、相談支援体制の充実を図ります。 

 

イ 相談支援体制の強化 

・ 区保健福祉センター、心身障がい者リハビリテーションセンター、こころの健康セ

ンター、こども相談センターなどの関係機関は相互の連携を深め、区障がい者相談

支援センター等の相談支援機関と連携して福祉課題に対応していきます。 

・ 複合的な課題を抱えた要援護者に対し、施策横断的な連携の仕組みづくりを進める

ため、平成29年度から区保健福祉センターが中⼼となり、様々な分野の関係者が参

画し⽀援⽅針を話し合う「⾒⽴ての場」の開催等を⾏うモデル事業を実施しており、

今後、事業の検証結果を踏まえ、複合的な課題を抱えた人への支援体制の構築をめ

ざします。 

・ ⾒守り相談室１３では、要援護者の名簿を整備し、その情報を地域に提供して⾒守り

につなげるとともに、福祉専門職員が孤⽴する世帯等を積極的に訪問し、地域の⾒

守り活動や必要な福祉サービスへつなげるなど、地域の⾒守りネットワークの強化

を図ります。また、複合的な課題を抱えている⼈については、必要に応じて「⾒⽴

ての場」を活用することにより、課題の解決に取り組みます。 

・ 障がいのある⼈の権利を擁護できるよう、⼈権啓発・相談センター、区役所におい

                                                   
１３ 「⾃ら相談できない⽅」等を⽀援するため、区社会福祉協議会に⾒守り相談室を設置し取組を⾏っています。 
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て、引き続き人権相談に対応していきます。 

・ 発達障がいのある⼈とその家族が、⾝近な地域で適切な相談⽀援が受けられるよう、

発達障がい者支援センター（エルムおおさか）による関係機関、事業所への啓発、

研修、機関支援の充実に努めます。 

・ 地域における精神保健福祉相談の充実を図り、精神障がい者の複合的課題に対応す

るため、区保健福祉センターと地域活動支援センター（生活支援型）、区障がい者相

談支援センター間の連携強化を図ります。 

・ また、こころの健康センター、地域活動支援センター（生活支援型）は、精神障が

いに係る困難ケースや地域移⾏等への対応について、相談⽀援事業所への専⾨的な

助⾔・指導を⾏います。 

・ 区保健福祉センターにおいて難病患者、小児慢性特定疾病児、家族を対象に個別相

談⽀援に取り組むとともに、特定医療費の⽀給認定業務を通じて「障害者総合⽀援

法」に基づく給付の対象について周知を図るなど、必要な情報提供を⾏います。 

 

ウ 地域⾃⽴⽀援協議会の活性化 

・ 市、区地域⾃⽴⽀援協議会は、障がいのある⼈の地域における⾃⽴した⽣活を⽀援

するため、それぞれの圏域における関係機関や関係団体、障がい福祉サービス事業

者や医療・教育・就業を含めた関係者が、地域の課題を共有し、地域の⽀援体制に

ついて協議を⾏っていきます。 

・ 区地域⾃⽴⽀援協議会では、地域の実情に応じた取組が進められてきていますが、

より⼀層活性化するよう、市地域⾃⽴⽀援協議会との連携を進めていきます。 

・ 市地域⾃⽴⽀援協議会では、区地域⾃⽴⽀援協議会のさらなる活性化を図るため、

必要な助⾔や⽀援ができる体制づくりを⾏います。 

・ また、区地域⾃⽴⽀援協議会が集約を⾏った諸課題について、市地域⾃⽴⽀援協議

会で施策の⽅向性の検討や取組を進められるような仕組みづくりを⾏います。 
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（３）障がいを理由とする差別の解消に向けた取組 

ア 相談対応⼒の向上 

・ 「事業者等による障がいのある⽅への不当な差別的取扱い等に関する相談窓⼝」に

おいて、的確に相談対応ができるよう、対応⼒の向上に向けた窓⼝職員への研修を

実施します。 

・ また、合理的配慮の提供１４に関する事例を収集、分析し、より適切な対応が迅速に

できるよう、わかりやすい窓口対応マニュアルの整備に取り組みます。 

 

イ 障がい者差別解消支援地域協議部会との連携 

・ 引き続き、「障がい者差別解消支援地域協議部会」において、相談機関等が対応した

事例等の共有や、差別解消のための取組についての分析、周知、発信等に関する協

議を⾏います。 

・ また、相談事例から⾒えてきた傾向や課題などから効果的な取組を検討し、市⺠や

事業者が法制度及び障がいや障がいのある⼈に対する理解を深めるための研修・啓

発につなげていきます。 

 

ウ 他都市との連携 

・ 障がいを理由とする差別に関する相談事案には、市⺠が⼤阪市外の事業者から差別

を受けた場合をはじめ、事業者が全国展開している場合など、市域外での対応が必

要なものがあります。広域にわたる事案についても、迅速かつ適切な対応ができる

よう、大阪府及び関係市町村と連携して対応します。 

 

                                                   
１４ 障がいのある人から、「社会の中にあるバリア（障壁）を取り除くために何らかの対応を必要としている。」との意思が伝
えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。 
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エ 市条例制定の検討 

・ 障がいを理由とする差別の解消に向けて、蓄積された相談事例から⾒えてきた課題

を分析し、障害者差別解消法や⼤阪府条例の改正の動向等も⾒据え、⼤阪市におけ

る条例の制定の必要性について検討を進めます。 

 

（４）虐待防止のための取組 

ア 障がい者虐待の防止のための啓発 

・ 虐待の防⽌、早期発⾒につながるよう、広く市⺠に対して啓発や広報を⾏っていき

ます。 

 

イ 養護者等による虐待への対応 

・ 養護者等による虐待については、区保健福祉センターと区障がい者相談支援センタ

ーが通報・届出窓口となります。 

・ 養護者からの虐待によって⽣命または⾝体に危険が⽣じており、緊急に分離が必要

な場合には、区保健福祉センターが緊急⼀時保護等を⾏い、⾝体⾯での安全と精神

的な安定を確保します。 

・ 区保健福祉センターや区障がい者相談支援センターは、関係機関と連携し、養護者

の介護負担の軽減や経済状態の改善等、家庭内の問題解消に向けて必要な⽀援を⾏

います。 

・ 区保健福祉センターや区障がい者相談支援センターにおいて、養護者による虐待に

適切に対応できるよう、専⾨職による助⾔を⾏うなどの後⽅⽀援を⾏います。 
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ウ 障がい者福祉施設従事者等による虐待への対応 

・ 障がい福祉サービス事業者等に対しては、集団指導等において⼈権・権利擁護に関

する研修を実施し、虐待の未然防止に努めるとともに、事業者指導・監査の取組を

強めます。 

・ 虐待事案が発生した時には関係部局が連携し、各関係規定に基づき実態の把握から

事業所の改善報告及び⽀援内容の改善に対する⽀援まで、迅速な対応を⾏います。 

 

エ 使用者による虐待への対応 

・ 使用者による虐待についての通報等を受け付け、都道府県や労働局をはじめ市町村

や関係機関等との連携及び情報共有を図りながら、障がいのある人の社会参加が円

滑に進むよう、適切に対応を⾏います。 

 

オ 関係機関の連携体制の構築 

・ 市及び区においては、高齢者虐待等への対応も含めた地域のネットワーク強化を図

るため、虐待防止連絡会議の開催など、引き続き関係機関、関係団体との情報の共

有化や連携強化を進めます。 
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２ 生活支援 

現状と課題 

 

平成 25年４⽉施⾏の「障害者総合⽀援法」については、法施⾏３年後の⾒直しとして

平成 28年６⽉に⼀部改正法が公布され、平成 30年４⽉から新たなサービスとして「⾃

⽴⽣活援助」や「就労定着⽀援」が創設されるとともに、⼊院中の医療機関における重度

訪問介護の利⽤が⼀部可能となるなど、障がい福祉サービスの充実が図られています。 

⼤阪市としては、サービスを必要とする⽅が安⼼して利⽤することができるよう、また

恒久的でわかりやすい制度が構築されるよう積極的に国に働きかけていくとともに、新た

な制度のもとで円滑にサービスが提供できる体制を整備していく必要があります。 

障がいのあるこどもへの支援については、平成 24年４⽉から障がい種別等により分け

られていた障がい児施設の体系が再編されるとともに、通所サービスの利⽤にあたっての

障がい児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援といった

サービスが創設されました。 

今般、児童福祉法が改正され、平成 30年４⽉から新たに「居宅訪問型児童発達⽀援」

が創設されるとともに、保育所等訪問支援の対象が拡大されます。また、新たに障がい児

福祉計画の策定が義務化されており、障がい児のサービス提供体制の計画的な構築を図っ

ていくことが求められています。 

その一方で、児童発達支援や放課後等デイサービスは、提供される支援の内容が多種多

様で、サービス提供が開始されてから間もないこともあり、支援の質の観点からも大きな

開きがあるとされていることから、サービス提供事業者の支援の質の向上と支援内容の適

正化が求められているところです。 

また、医療的ケア児が⾝近な地域で必要な⽀援が受けられるよう⽀援の充実を図るとと

もに、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の各関連分野が協働し、総合的に⽀援を⾏

っていくことが求められています。 
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さらに、大阪市では平成 26年度より地域に根差した⽀えあいを⽀援する事業として、

高齢者と障がいのある人、こどもの福祉サービスを一体的に提供する地域共生型福祉サー

ビスのモデル事業を実施してきましたが、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保

険法等の⼀部を改正する法律」により、平成 30年度から共⽣型サービスが位置づけられ

たところです。今後も、障がいのある⼈が⾝近なところで適切なサービスを受けられるよ

う引き続き取り組んでいくことが必要です。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆平成28年度⼤阪市障がい者等基礎調査結果から◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

○ 障がい者施策全般に望むこと【複数回答】（障がい者本人用調査票） 
  （上位10項目のみ掲載） 

 
障がい者施策全般に望むことでは、「所得の保障」を望む方が最も多くなっています。 

 

○ 障がいによって困っていること【複数回答】（障がい者本人用調査票） 
（上位10項目のみ掲載） 

 
 障がいによって困っていることでは、「調理・洗濯・掃除などの家事」を回答された⽅が23.5％、

また「食事・排泄・入浴などの身のまわりのこと」を回答された方が17.1％と多数おられ、地域に

おける生活の支援が求められています。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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（ 課 題 ） 

① 在宅福祉サービス等の充実 

ア 訪問系サービス及び短期入所の充実 

イ 福祉⽤具利⽤や住宅改造に関する相談事業の推進 

ウ 所得保障の充実 

② 居住系サービス等の充実 

③ 日中活動系サービス等の充実 

④ 障がいのあるこどもへの支援の充実 

ア 障がいのあるこどもへの支援の充実 

イ 関係機関の連携した支援の推進 

 

施策の方向性 

 

（１）在宅福祉サービス等の充実 

ア 訪問系サービス及び短期入所の充実 

・ 居宅介護をはじめとする訪問系サービスについては、個々のニーズに沿ったサービ

ス利⽤となるよう、ニーズ把握を⾏いながら事業のあり⽅を検討し、推進を図りま

す。 

・ 平成 30年４⽉から⼊院中の医療機関における重度訪問介護の利⽤が⼀部可能とな

りますが、常時介護や医療的ケアなど利⽤者のニーズに応じた適切なサービス提供

が⾏えるよう、国に対して重度訪問介護の対象拡⼤や報酬の⾒直しなどの必要な改

善について働きかけていきます。 

・ 移動支援事業については、障がい種別にかかわらず、外出支援のニーズに対応でき

るよう、国の責任において全国統⼀した基準を設けるとともに、⾃⽴⽀援給付に含

めるよう制度の⾒直しや、⼗分な財源措置を講ずるよう国に要望していきます。 
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・ 短期⼊所については、利⽤を希望する⼈が必要な時に利⽤できるようにするために

は、サービス基盤の確保が必要であり、単独で短期入所事業所が運営できるように

国に対し報酬改定を含む制度の⾒直し等を働きかけていきます。 

・ また、介護者の疾病等の理由により居宅で介護が受けられないなどの緊急時への対

応だけでなく、利⽤者の⼼⾝の状況等を勘案して必要に応じた利⽤が可能であるこ

とを周知していきます。 

・ さらに、利⽤が必要な時に円滑に利⽤できるよう、サービスに係る情報提供等の仕

組みづくりについて検討していきます。 

 

イ 福祉⽤具利⽤や住宅改造に関する相談事業の推進 

・ 個々の障がい状況や生活実態に適した福祉用具が入手しやすくなるよう、わかりや

すい情報提供を⾏うとともに、品⽬の追加・⾒直しや基準の改定等について検討す

るなど、より効果的な給付に努めます。 

・ 住宅の改造についての具体的な相談の実施及び改造費助成事業の推進を図ります。 

 

ウ 所得保障の充実 

・ 年⾦制度をはじめとした所得保障制度の充実及び無年⾦者への対応を強く国に要望

します。 

 

（２）居住系サービス等の充実 

・ 「住まい」の場であるグループホームにおいては、障がいのある人一人ひとりの実

情を踏まえた必要な支援が継続して受けられることで、障がいのある人が安心・安

全に地域で暮らしていくことが可能となることから、制度の充実について、次のと

おり国に対して引き続き要望していきます。 
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○ 経過措置とされているグループホームにおける個人単位でのホームヘルプサービ

ス利⽤について恒久的な制度とすること 

○ グループホーム利⽤者の居宅介護にかかる通院介助の回数制限を撤廃すること 

○ ⼊院・外泊時や⽇中の⽀援に対する⼀定の評価を⾏うとともに、特に夜間⽀援体

制において労働関係法規に即した職員配置を⾒込んだ適正な報酬の単価を設定す

ること 

○ 医療的ケアのある障がい者、強度⾏動障がい者、⾼齢重度障がい者等、重度の障

がいのある⼈に対する⽀援を⼗分に⾏えるよう、事業所の運営体制に配慮した適

正な加算の創設及び報酬単価を設定すること 

○ 生活保護・非課税世帯を対象とした上限月額１万円の家賃助成（特定障がい者特

別給付費）について、「住まい」の選択を狭めることのないよう、負担軽減のため

に上限月額を引き上げること 

・ グループホームの設置促進のため、引き続き、国の補助制度（新築）を活⽤した設

置促進に努めます。 

・ また、本市においては、国の補助制度の対象外である賃貸住宅等を活⽤した設置に

対する整備補助等について、今後も引き続き実施していきます。 

・ 都市部におけるグループホームに適した物件の確保の困難さに対応するため、市営

住宅の活⽤を希望するグループホーム事業者に利⽤可能な住⼾のマッチングについ

て、今後も引き続き実施し、より一層の設置促進に努めていきます。 

 

（３）日中活動系サービス等の充実 

・ ⽣活介護については、送迎加算の拡充や医療的ケアが必要な重度障がいのある⼈の

支援等に対応した適正な報酬単価の設定を国に対して働きかけていきます。 

・ ⾃⽴訓練については、利⽤期間の設定が利⽤者のニーズに合わない等の理由から、
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利⽤の伸びが低調であり、利⽤しやすい制度となるよう事業内容の⾒直しを国へ働

きかけるとともに、リハビリテーション加算の充実など適正な報酬単価の設定を国

に対して働きかけていきます。 

・ 就労移⾏⽀援、就労継続⽀援、就労定着⽀援については、障がいのある⼈の就労を

進めるうえで、重要なサービスであり、支援がより効果的に発揮できるよう、障が

い者就業・生活支援センター等関係機関との連携強化に取り組みます。 

・ 就労移⾏⽀援及び就労継続⽀援Ａ型について、平成27年度に策定した就労系障がい

福祉サービスアセスメント１５シートの活用により、障がいのある人本人の希望を尊

重し、それぞれの能⼒や適性に応じたより適切なサービス利⽤につながるように努

めます。 

・ さらに、就労継続支援Ａ型については、適正な運営の確保を図るために平成29年４

月に改正された指定基準やその取扱に係る国通知等を踏まえながら、サービス提供

事業者の支援の質の向上と支援内容の適正化に向けて取り組んでいきます。 

・ 地域活動支援センターについては、障がいのある人への多様な日中活動のニーズに

対応する社会資源として役割を果たせるよう制度の意義とあり⽅を検討するととも

に、安定した運営ができるよう努めます。 

・ 地域共生型福祉サービスのモデル事業の実績を踏まえ、新たに位置づけられた共生

型サービスが適切に運営されるよう努めます。 

 

（４）障がいのあるこどもへの支援の充実 

ア 障がいのあるこどもへの支援の充実 

・ 児童発達支援センターが地域の障がい児⽀援の中核として、障がいの重度化・重複

化や多様化に対する専門的機能を活かし、障がい児相談支援をはじめ児童発達支援

                                                   
１５ アセスメントとは、障がい者本人や家族の主訴を聞きながら、希望する生活を実現するために本当に必要なものは何なの
かを明らかにしていくプロセスのことです。 
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や放課後等デイサービスなどのサービス提供事業者等と緊密な連携等が⾏えるよう

に取組を進めます。 

・ 児童発達支援や放課後等デイサービスについては、「児童発達支援ガイドライン」及

び「放課後等デイサービスガイドライン」を踏まえながら、サービス提供事業者の

支援の質の向上と支援内容の適正化に向けて取り組んでいきます。 

・ 保育所や幼稚園等における障がいのあるこどもの積極的な受け入れを支援するため、

障がいのないこどもとの集団⽣活に適応するための専⾨的な⽀援を⾏う保育所等訪

問⽀援について、適切な報酬単価となるよう国に対して働きかけ、⼀貫した⽀援の

推進につなげます。 

・ 障がいのあるこどもを早期に発⾒し、適切な⽀援を早期に受けることができるよう

取り組むとともに、保護者やきょうだいなどの家族を含めた支援の必要性を踏まえ

た取組を進めます。 

・ 発達障がいのあるこどもを対象とした専⾨療育機関や重症⼼⾝障がいのあるこども

を対象とした児童発達⽀援センターの確保、医療的ケアに対応したショートステイ

事業の実施など、障がいの特性に配慮した療育⽀援を推進します。 

・ 障がい児入所施設においては18歳以上の⼊所者（年齢超過者）が多くおられること

から、年齢超過者の地域移⾏について必要な⽀援のあり⽅を検討し、福祉型障がい

児⼊所施設における専⾨的な療育⽀援機能の確保に引き続き取り組みます。 

・ 重症心身障がいのあるこどもが身近な地域で支援を受けられるよう、主に重症心身

障がいのあるこどもを支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業

所について、引き続き確保するとともに、適正な報酬単価となるよう国に対して働

きかけていきます。 

・ 強度⾏動障がいや⾼次脳機能障がいのあるこどもの⽀援ニーズを把握し、障がい児

通所⽀援等において適切な⽀援が⾏えるよう取り組みます。 

・ 虐待を受けた障がいのあるこどもに対して、障がい児入所施設において障がいのあ
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るこどもの状況等に応じたきめ細かな⽀援を⾏えるよう、職員配置基準の⾒直しや、

適正な報酬単価への改善等を引き続き国に対して要望していきます。 

 

イ 関係機関の連携した支援の推進 

・ 乳幼児期、学齢期、学校卒業後のそれぞれについて、障がいのあるこどもが利⽤す

る福祉サービスや⽀援機関は、保健、医療、障がい福祉、保育、教育、就労⽀援等

と多岐にわたることから、各機関が連携し継続性をもってライフステージに応じた

⽀援を⾏っていきます。 

・ 医療的ケアの必要な障がいのあるこどもに対する⽀援体制の充実に向けて、保健、

医療、障がい福祉、保育、教育等の各関連分野の関係者が連携を図るための協議の

場を設けるとともに、医療的ケアの必要なこどもの⽀援を総合的に調整するコーデ

ィネーターの確保に努めます。 

・ 障がいのあるこどもやその家族等を支えるため、身近な相談支援機関や医学的診

断・検査・運動発達評価を⾏う専⾨的機能を持った機関等がそれぞれの特性を活か

して相談支援を実施します。 
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３ スポーツ・文化活動等 

現状と課題 

 

障がいのある人が心豊かな地域生活を送るためには、充実した余暇を過ごすことが重要

であり、社会参加の機会の確保やスポーツ・文化活動の振興を図る必要があります。 

「スポーツ基本法」においては「障害者が⾃主的かつ積極的にスポーツを⾏うことがで

きるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない。」

とされています。 

また、近年、障がい者スポーツにおける競技性の向上は⽬覚ましく、これまでの福祉の

観点に加え、スポーツ振興の観点からも一層推進していく必要性が高まっており、国にお

いては平成 26年度から障がい者スポーツに関する事業が厚⽣労働省から⽂部科学省に移

管され、障がい者スポーツを含めたスポーツ⾏政が⼀元化されました。 

大阪市では、昭和 49年５⽉にわが国で初めての障がい者専⽤のスポーツセンター（現

⻑居障がい者スポーツセンター）を開設するとともに、関係団体等と連携して、障がい者

スキー教室の実施、国際親善⾞いすバスケットボール⼤会の開催など、障がい者スポーツ

振興のための様々な取組を進めてきました。 

今後、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等の盛り上がりを契機に、ス

ポーツ⾏政部署、障がい福祉部署、関係団体等が連携して、障がいのある人のスポーツ活

動への参加をより一層促進するとともに、障がいのある人もない人も誰もがスポーツを一

緒に親しみ楽しめる機会づくりや環境づくりを⾏うなど、⾝近な地域でのスポーツ活動を

推進していくことが必要です。 

また、障がい者スポーツに加え、芸術・文化活動についてもあわせて振興を図り、障が

いのある⼈の社会参加や障がいのある⼈に対する理解を促進していくことが重要であり、

その支援が求められています。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆平成28年度⼤阪市障がい者等基礎調査結果から◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

○ 日中の主な活動【複数回答】（障がい者本人用調査票） 
  （上位５項目のみ掲載） 

 
「ほとんど外出せずに、家にいることが多い」と回答された方が最も多く、引き続き社会参加の

促進に取り組む必要があります。また、「趣味、スポーツ、レクリエーションなどの活動をしている」

と回答された方は9.8％にとどまっており、スポーツ・文化活動の振興を図る必要があります。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

（ 課 題 ） 

① スポーツ・文化活動の振興 

ア スポーツ・文化活動への参加の促進 

イ スポーツ・文化活動の環境整備 

ウ スポーツ・文化活動の推進 

② 地域での交流の推進 

 

 

 

 

35.0 

15.5 

9.8 

9.6 

5.3 

0 10 20 30 40

ほとんど外出せずに、家にいることが多い（在宅勤務している⽅は除く）

⼀般企業、⾃営業、在宅勤務などで働いている

趣味、スポーツ、レクリエーションなどの活動をしている

通所事業など障がい福祉に関するサービスなどを利⽤している

保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、支援学校、大学等に通っている
（回答者数3969人）

（%）
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施策の方向性 

 

（１）スポーツ・文化活動の振興 

ア スポーツ・文化活動への参加の促進 

・ 身近な地域でスポーツ活動に参加できる機会を確保するため、地域のスポーツセン

ターやプールなどのスポーツ施設について情報発信を積極的に⾏い、障がいのある

⼈の利⽤促進を図ります。 

・ 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催を契機に、障がい者ス

ポーツに対する市⺠の関⼼を⾼めるため、また、障がいのある⼈がスポーツを始め

るきっかけづくりのため、障がい者スポーツに触れる機会を創出し、障がい者スポ

ーツの振興を図ります。 

・ 芸術・⽂化に触れる機会を創出するため、⽂化施設の⼊場料割引などの優待制度の

協⼒を求め、障がいのある⼈の芸術・⽂化活動への参加の促進を図ります。 

 

イ スポーツ・文化活動の環境整備 

・ 舞洲障がい者スポーツセンター（アミティ舞洲）や⻑居障がい者スポーツセンター

においては、障がいのある人が、その障がいの状況に応じて、気軽にスポーツに取

り組めるよう、各種の教室を開催するとともに、地域のスポーツセンターやプール

などでのスポーツ活動の普及を図ります。 

・ 障がいのある⼈に対してその状況に応じて適切にスポーツの指導ができる障がい者

スポーツ指導員の養成やボランティアを育成します。また、各区のスポーツセンタ

ー・プールに障がい者スポーツ指導員等の配置を⾏うよう取り組みます。 

・ 障がいのある人が余暇を楽しみながら、人間関係を広め、社会参加の機会となるよ

う、障がいの状況やライフスタイルに適したレクリエーションの普及や多様化する
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スポーツ活動の⽀援を⾏います。また、障がいのある人もない人も誰もが一緒に気

軽にスポーツに親しみ、楽しめる機会づくりや環境づくりを推進します。 

・ 市⽴の各種ホール・施設について、安全の確保や利便性の向上を図る等、障がいの

ある人に配慮した整備を進めます。 

 

ウ スポーツ・文化活動の推進 

・ 国際競技大会または全国的な規模のスポーツの競技会において優秀な成績を収める

ことができるよう、スポーツ技術の向上を図るため、競技団体の育成を図り、各種

スポーツ⼤会の開催や選⼿の派遣を⾏います。また、東京 2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会等の開催を契機にトップアスリートへの支援に努めます。 

・ 舞洲障がい者スポーツセンターでは、ボッチャ競技のナショナルトレーニングセン

ター競技別強化拠点施設として指定を受けており、障がい者スポーツのさらなる発

展を図る観点から、東京 2020パラリンピック競技大会への貢献はもとより競技⼒

の向上に努めます。 

・ 障がいのある人が心豊かな地域生活が送れるよう、身近な地域におけるスポーツ活

動や芸術・文化活動を推進します。 

 

（２）地域での交流の推進 

・ 障がいの有無にかかわらず誰もが地域⽣活を営む中で交流し、相互理解を深めるこ

とで、地域での共生がより一層進んでいく好循環を生み出していくように支援しま

す。 

 

 


